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令和３年第４回長与町議会定例会会期日程（案） 

 

◎  会 期  １２月７日（火） ～ １２月１６日（木） １０日間 

月 日 曜 時  間 区 分 備       考 

１２ 

７ 火 ９：３０ 本会議 

議長報告、行政報告、報告事項 

議案上程（提案理由説明） 

（全員協議会） 

８ 水 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）竹中議員・吉岡議員 

（午後）内村議員・八木議員 

        浦川議員  

 

９ 木 ９：３０ 本会議 

一般質問（５名） 

（午前）金子議員・堤議員 

（午後）西岡議員・松林議員 

    河野議員 

 

１０ 金 ９：３０ 本会議 

一般質問（１名） 

（午前）安部議員 

議案に対する質疑・採決（委員会付託以外の議案） 

議案に対する質疑･付託（委員会付託議案） 

１１ 土 ― 休 会  

１２ 日 ― 休 会  

１３ 月 ９：３０ 委員会 付託案件審査 

１４ 火 ９：３０ 委員会 付託案件審査予備日 

１５ 水 ９：３０ 委員会 付託案件審査予備日、委員長報告取りまとめ 

１６ 木 ９：３０ 本会議 委員長報告・採決（委員会付託議案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎一般質問通告一覧（令和３年第４回長与町議会定例会）   令和３年１２月 

 

１ １４番 竹 中    悟   議 員 

① 次世代へ向けた町づくりについて 

② 新図書館及び複合施設の建設計画について  

２ １３番 吉 岡  清 彦   議 員 

① 今後のごみや資源化物などの環境政策について 

３ ７番 内 村  博 法   議 員 

① 本町の発注管理体制について 

② 行政改革について  

４ １番 八 木  亮 三   議 員 

① 人権を守るためのパートナーシップ制度の必要性について 

② 長与・時津シルバー人材センターへの補助金について 

５ ４番 浦 川  圭 一   議 員 

① 給食費の公会計化への移行について 

② 小型家電のリサイクル促進について 

③ 東高田橋周辺の交差点改良について 

６ ９番 金 子    恵   議 員 

① 高齢者福祉について 

② ごみ行政について 

③ 市街地でのイノシシ対策について 

７ １１番 堤    理 志   議 員 

① 本町の歴史遺構・文化財について 

８ １５番 西 岡  克 之   議 員 

① 人口問題について 

９ ２番 松 林    敏   議 員 

① 本町の渋滞対策について 

② ランドセル症候群について 

１０ １２番 河 野  龍 二   議 員 

① 高田南土地区画整理事業について 

② 地区コミュニティ組織について 

１１ ６番 安 部    都   議 員 

① 新図書館建設計画及び児童・生徒の図書の時間と新読書法の導入について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年第４回長与町議会定例会 

議事日程（第１号） 

令和３年１２月７日（火） 

午前９時３０分 開議  

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ ― 会議録署名議員の指名 
 

２ ― 会期の決定 
 

３ ― 議長報告 
 

４ ― 行政報告 
 

５ 報告１４ 
長与町民文化ホール外壁改修工事請負契約の変更に係る専決処分の

報告について 
 

６ ６６ 
令和３年度長与町一般会計補正予算（第８号）の専決処分の承認を

求めることについて 
 

７ ６７ 長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例  

８ ６８ 令和３年度長与町一般会計補正予算（第９号）  

９ ６９ 令和３年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）  

１０ ７０ 令和３年度長与町下水道事業会計補正予算（第２号）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○議長（山口憲一郎議員） 

皆さんおはようございます。開会に先立ちまして皆様に申し上げます。新型コロナウ

イルス感染予防のため場内でのマスク着用をお願いします。 

ただいまから令和３年第４回長与町議会定例会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２７条

の規定により、８番安藤克彦議員、９番金子恵議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定の件を議題とします。お諮りします。本定例会の会期は、本日

から１２月１６日までの１０日間にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から１２月１６日までの１０日間に決定しました。 

日程第３、議長報告を行います。議長報告でありますが、お手元に配布したとおりで

あります。次に請願陳情について申し上げます。請願はありません。陳情は１件で参考

配布といたしております。 

以上で議長報告を終わります。 

日程第４、行政報告を行います。行政報告の発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さんおはようございます。寒さが日増しに募り体調を崩しやすい季節になりました

けれども、議員各位におかれましては、くれぐれも健康に御留意されまして御自愛いた

だきたいと存じております。 

さて、令和３年第４回長与町議会定例会をお願いいたしましたところ、議員各位にお

かれましては御多用の中に御出席を賜り厚く御礼を申し上げます。本日から開会をして

いただくわけでございますけれども、本定例会におきましても重要な案件をお願いいた

しておりますので、御審議賜りますことをどうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは９月から１１月にかけましての行政報告をさせていただきます。お手元に配

布のとおり、例年でございましたら町民ソフトボール大会、あるいは町民体育祭などが

開催される時期でございましたけれども、新型コロナウイルス感染防止のため中止とさ

せていただいております。主要な部分のみの御報告とさせていただきます。まず９月で

ございますけれども、県独自の緊急事態宣言の解除に伴い、新型コロナウイルス感染症

対策本部会議を開催し、町内施設の利用やワクチン接種などにつきまして協議を行って

おります。１０月に入りまして、１１日には公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会長

崎支部、公益社団法人全日本不動産協会長崎県本部、長与町自治会長会との「自治会加

入促進に関する協定」締結式を執り行いました。自治会は、町民同士の繋がりや支え合



いを通じて防犯、防災、環境美化などの地域づくりを行う重要な組織であり、地域には

欠かせない存在でございます。本協定を結ぶことにより、自治会活動の理解醸成や自治

会への加入が促進され、地域におきまして活発な活動が進んでいくことを期待しており

ます。１１月に入りまして、１日からの１か月間、コロナ禍でも安全に楽しめる新たな

イベントとして「ART Walking in NAGAYO」を開催しております。３日には長与町民文

化祭「表彰式典」を挙行いたしました。式典では自治功労や教育文化、スポーツなど各

分野におきまして多大なる御貢献を賜りました２１名と１団体へ、表彰状及び感謝状の

授与を執り行っております。１５日には、長崎県環境保全協会、長崎県環境整備事業協

同組合との「災害時における災害廃棄物の処理等の協力に関する協定」締結式を執り行

いました。昨今の自然災害の状況を顧みますと、毎年のように大規模災害や局地的な災

害が各地で起こっており、いつ、どこで起きてもおかしくない状況でございます。その

ような中、本協定が締結できましたことは、今後起こりうる有事における廃棄物処理を

迅速かつ円滑に行うことが可能となり、行政にとって最優先事項であります町民の生活

を守ること、そして住民の安心感の向上に寄与するものと期待をしております。２２日

には、高田南土地区画整理事業及び都市計画道路西高田線の整備促進につきまして、国

土交通省への要望を行っております。そのほかにも多くの会議等に出席しております。 

次に載せております５,０００万円未満の入札結果と併せまして御参照いただければ

と存じます。以上が９月から１１月にかけての行政報告でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

以上で行政報告を終わります。 

日程第５、報告１４長与町民文化ホール外壁改修工事請負契約の変更に係る専決処分

の報告についての発言を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

報告１４につきましては、所管より報告をさせていただきます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

山本教育次長。 

○教育次長（山本昭彦君） 

皆さんおはようございます。報告１４長与町民文化ホール外壁改修工事請負契約の変

更に係る専決処分につきまして私の方から御報告させていただきます。令和３年６月の

第２回定例会において議決をいただきました長与町民文化ホール外壁改修工事請負契約

につきまして、当初の請負金額７,２４１万８００円に２３２万９,８００円を増額し、

請負金額を７,４７４万６００円として変更契約の締結を行うため、地方自治法第１８

０条第１項の規定により令和３年１１月１５日に専決処分をいたしましたので、同条第

２項の規定により御報告するものでございます。今回の主な変更概要は、大雨により機

械室の部分に雨漏りが生じたため同箇所の防水工事や外壁照明器具の取り替えなどを追



加したことにより、請負工事費を変更するものでございます。以上で報告を終わります。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第６、議案第６６号令和３年度長与町一般会計補正予算（第８号）の専決処分の

承認を求めることについてを議題とします。 

ただいま議題とした議案について提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは議案第６６号令和３年度長与町一般会計補正予算（第８号）の専決処分の承

認を求めることにつきまして、提案理由を申し上げます。本議案は１１月２６日に決定

された国の経済対策に関する予備費及び補正予算案の中に計上されております子育て世

帯臨時特別給付金給付事業におきまして、一部年内からの早急な給付を求められている

ことを受けまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき同日付をもって専決処

分いたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めるもので

ございます。それでは予算書の１ページをお開きください。既定の歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ３億７,７３５万８,０００円を追加し、補正後の総額を１５０億４,

３８１万８,０００円とするものでございます。補正の主な内容につきまして２ページ

からの第１表歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。歳入の１４款２項国庫補

助金は、子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金及び同事務費補助金を計上いたし

ました。次に３ページをお開きください。歳出の３款民生費に子育て世帯臨時特別給付

金の給付に伴う経費を計上しております。今回の給付は、児童を養育している者の年収

が９６０万円以上の世帯を除き、０歳から高校３年生までの子どもたちに、一人当たり

５万円の現金を迅速に支給するもので、中学生以下の子どもにつきましては児童手当の

仕組みを活用することで年内に支給を開始したいと考えておるところでございます。 

以上が補正予算の主な理由でございます。議案のあとに補正予算に関する説明書を添

付しておりますので、御参照の上、御承認のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第７、議案第６７号長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題としま

す。ただいま議題とした議案について提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは議案第６７号長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、

提案理由を申し上げます。本議案は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行

に伴い、所要の改正を行うものでございます。第７条第１項につきましては、国民健康

保険の被保険者が出産したときに、世帯主へ支給する出産育児一時金の金額を現行の４

０万４,０００円から４０万８,０００円に改めるものでございます。また、附則につき

ましては、第１項は本条例の施行期日を令和４年１月１日に定めるもの。第２項は経過



措置を規定するものでございます。以上御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

日程第８、議案第６８号令和３年度長与町一般会計補正予算（第９号）から日程第１

０、議案第７０号令和３年度長与町下水道事業会計補正予算（第２号）までの３件を一

括議題とします。ただいま一括議題とした議案について提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

それでは、ただいま一括議題となりました議案第６８号から第７０号につきまして、

提案理由を申し上げます。初めに議案第６８号令和３年度長与町一般会計補正予算（第

９号）につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出そ

れぞれ３億５４６万３,０００円を追加し、補正後の総額を１５３億４,９２８万１,０

００円とするものでございます。補正の主な内容につきまして、２ページからの第１表

歳入歳出予算補正により御説明を申し上げます。歳入の１４款１項国庫負担金は令和２

年度事業費の確定に伴う過年度精算金及び新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫

負担金を、２項国庫補助金は新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業国庫補助金

等を計上しております。１５款１項県負担金は令和２年度事業費の確定に伴う過年度精

算金を、２項県補助金は長崎県災害関連地域防災がけ崩れ対策事業費補助金等を計上。

１７款寄附金では、ふるさと長与応援寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を計上して

おります。１９款繰越金は今回の補正の財源調整として計上しております。２１款町債

では、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業充当起債及び中学校施設整備事業充当起債を

追加計上しております。 

続いて３ページから４ページまでの歳出につきまして御説明を申し上げます。歳出で

は各科目の職員人件費につきまして、主に配置転換による補正分を計上しております。

次に職員人件費以外の補正につきまして、主なものの御説明を申し上げます。２款総務

費では、電算システム運用開発委託料及びふるさと長与応援寄附金事業の増額等を計上。

３款民生費では福祉医療費の増額、令和２年度事業費の確定に伴う過年度精算金及び企

業版ふるさと納税寄附金を活用した子育て支援環境整備事業等を計上しております。４

款衛生費では、新型コロナウイルスワクチンの３回目の接種に係る経費及び令和２年度

事業費の確定に伴う過年度精算金等を計上しております。８款土木費では道路台帳作成

整備委託料及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業を計上。９款消防費では長崎県消防

ポンプ操法大会が中止となったことに伴い関連経費を減額しております。１０款教育費

では長与第二中学校校舎屋上防水事業等を計上しております。５ページの第２表繰越明

許費では、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業及び長与第二中学校校舎屋上防水事業に

おける繰越額の設定をお願いしておるところでございます。６ページの第３表債務負担

行為補正では公益社団法人長崎県林業公社が借り入れた利用間伐推進資金に対する損失

補償を計上しております。７ページの第４表地方債補正では、がけ崩れ対策事業及び中



学校施設整備事業に係る限度額の追加をお願いしております。 

以上が補正予算の主な内容でございます。議案のあとに補正予算に関する説明書を添

付しておりますので御参照を願います。 

続きまして議案第６９号令和３年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

につきまして、予算書の１ページをお開きください。今回の補正は、既定の予算総額に

歳入歳出それぞれ１億９５５万８,０００円を追加し、補正後の総額を４１億６,１０３

万９,０００円とするものでございます。それでは歳入につきまして御説明を申し上げ

ます。予算書の２ページをお開きください。３款１項県補助金は、保険給付費の増額に

伴う普通交付金の増額見込みにより１億９５５万８,０００円を増額計上しております。 

次に歳出につきまして御説明を申し上げます。３ページをお開きください。２款保険

給付費１項療養諸費及び２項高額療養費は、給付費の増額見込みにより、それぞれ６,

７３０万８,０００円と４,２２５万円を増額計上しております。７款諸支出金１項償還

金及び還付加算金は、過年度国保税還付の増加により１７４万８,０００円を増額計上

しております。８款１項予備費は、収支の調整として１７４万８,０００円を減額計上

しております。以上が補正予算の主な内容でございます。議案のあとに補正予算に関す

る説明書を添付しておりますので、御参照をお願いしたいと思っております。 

続きまして議案第７０号令和３年度長与町下水道事業会計補正予算（第２号）につき

まして説明を申し上げます。予算書の１ページをお開きください。今回の補正は第２条、

予算第３条（収益的収入及び支出）の支出におきまして、第１款下水道事業費用を１３

９万３,０００円増額し、補正後の費用総額を９億３,９５３万４,０００円としており

ます。これは企業債の繰上償還に伴う補償金の増額によるものでございます。次に第３

条、予算第４条（資本的収入及び支出）の支出におきまして、第１款資本的支出を２,

４８９万６,０００円増額し、補正後の支出総額を６億６８５万３,０００円としており

ます。これは企業債の繰上償還に伴う企業債償還金の増額によるものでございます。 

以上が今回の補正予算の主な内容でございます。議案のあとに補正予算に関する説明

書を添付しておりますので、御参照を願います。 

以上が議案第６８号から第７０号の提案理由でございます。御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（山口憲一郎議員） 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

明日も定刻より本会議を開きます。本日はこれで散会いたします。 

（散会 ９時５２分） 


